
岩手県地籍調査事業事務取扱要領 

 

（趣旨） 

第１ 岩手県における地籍調査事業の実施に関する事務取扱については、国土調査法

（昭和 26年法律第 180 号。以下「法」という。）等の関係法令、国土調査事業事務取

扱要領（昭和 47年５月１日経企土第 28号。以下「国事務取扱」という。）、地籍調査

事業工程管理及び検査規程（平成14年３月 14日付け国土国第591号国土交通省土地・

水資源局長通知。以下「工程管理・検査規程」という。）及び岩手県地籍調査費負担

金交付要綱（平成 21 年３月 26 日農計第 686 号。以下「交付要綱」という。）に定め

るところによるほか、この要領によるものとする。 

 

（事業計画の策定） 

第２ 知事は、法第６条の３第１項により定めた県計画に基づき、当該年度の事業計画

を定めようとする場合は、予め地籍調査の実施を希望する市町村及び土地改良区等

（国土調査法施行令（昭和 27 年政令第 59 号）第１条に定める者。）（以下「市町村等」

という。）の計画を審査したうえで取りまとめることとする。 

 

（事業計画の協議） 

第３ 市町村等は、県が法第６条の３第２項に基づき協議した事業計画を承諾するとき

は、承諾書を提出するものとする。 

２ 法第７条に基づく公示は、法第６条の３第５項による事業計画の決定の通知後とす

る。 

 

（実施に関する計画及び同作業規程の届出） 

第４ 法第６条の４第２項の規定に基づく実施に関する計画及び同作業規程の届出は、

法第６条の３第５項による事業計画の決定の通知後とする。 

 

（事業計画の変更） 

第５ 市町村等は、法第６条の３第２項により定められた事業計画に基づく地籍調査の

実施中に、別表第１に掲げる変更要件に該当する事項が発生する場合は、事業計画の

変更を知事に申し出るものとする。 

２ 縮尺、精度及び測量方式についての変更は、原則として地籍調査着手年度に限るこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 



 

（工程検査） 

第６ 市町村等は、工程管理・検査規程に基づく市町村等の検査を終えた際は、遅滞な

く県に対し検査の実施を請求するものとする。 

２ 県は、市町村等から前項に基づく請求があった場合、検査者、検査日時及び場所を

定め通知するものとする。 

３ 検査は、工程管理・検査規程に基づいて行うものとする。また、検査の結果は、工

程管理・検査規程に定める検査成績表に記載し市町村等に交付するものとする。 

４ 検査を行うときは、原則として市町村等の職員を立会わせるものとする。 

 

（完了確認） 

第７ 地籍調査事業の完了確認にかかる検査（以下「完了確認検査」という。）は、知

事が別に定める日に行うものとする。 

２ 市町村等は、完了確認検査を受検する場合は、事業費の執行、地籍調査の進捗等が

確認できる資料を提示するほか、知事が必要とする資料を作成し提出するものとする。 

３ 市町村等は、完了確認検査受検前に、工程管理及び検査規程に基づく検査及び委託

業務の完了確認検査を了することとする。 

 

（国土調査事業十箇年計画） 

第８ 市町村等は、事業計画に基づく地籍調査の実施中に、市町村合併等により調査地

区名（市町村名）、計画事業量等に変更が生じた場合、知事に対し国土調査事業十箇

年計画の変更を申し出るものとする。 

 

（成果の保管） 

第９ 地籍調査の成果については、当該地籍調査を行った市町村等の基礎資料として広

く活用されることが必要であることから、当該市町村等において保管するものとする。 

２ 前項の規定により地籍調査の成果を保管する市町村等は、当該地籍調査の成果を善

良な管理者の注意をもって保管し、維持管理に当たるものとする。 

 

 

（提出書類及び提出期限） 

第 10 この要領により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期限は、別表第

２のとおりとする。 

 

（その他） 

第 11 地籍調査が全域完了した市町村において、過年度成果の数値情報化等を実施す

る場合は、知事が、第２の事業計画の策定の際に審査し取りまとめることとする。 

２ 数値情報化等の実施は、原則として事業計画に基づく地籍調査を実施している場合

又は、地籍調査が完了している場合に限るものとする。 

３ 地籍調査事業の休止及び再開については、予め知事と協議した後、届け出ることと



する。 

 

附則 この要領は、平成 17 年７月 28 日から施行する。 

   平成 17 年７月 28 日農計第 280 号通知 

   平成 21 年３月 27 日農計第 689 号一部改正 

平成 30 年４月２日農計第 10 号一部改正 

令和２年８月 26 日農計第 409 号一部改正 

令和３年 11 月１日農計第 489 号一部改正 

令和４年５月 10 日農計第 139 号一部改正 

令 和 ４ 年 ９ 月 １ 日農計第 363 号一部改正 

 



別表第１（第５関係） 

事業計画の変更要件 

・事業者の変更 

・事業費の増減 

・直接経費、附帯経費の相互間における流用で、流用先の経費の 30％を超える増減 

・単位区域の変更 

・縮尺、精度及び測量方式の変更 

 

別表第２（第 10関係） 

条項 提出書類及び添付書類 様 式 提出部数 提出期限 

第３ 承諾書 

１ 年度事業計画 

２ 年度事業計画明細書 

 

３ 地籍調査事業実施区域図 

様式第１ 

交付要綱様式第２号 

国事務取扱別記様式 

第 24 の添付書類 

同上 

１部 

１部 

１部 

 

１部 

別に定める 

第４ 地籍調査に関する実施に関する計画

及び同作業規程の届出 

１ 実施に関する計画 

様式第２ 

 

別紙（１） 

１部 

 

１部 

事業計画の

決定の通知

後 

第５ 年度地籍調査事業計画変更申出書 

１ 年度事業計画 

２ 年度事業計画明細書 

 

３ 地籍調査事業実施区域図（変更が

ある場合） 

様式第３ 

交付要綱様式第２号 

国事務取扱別記様式 

第 24 の添付書類 

同上 

 

１部 

１部 

１部 

 

１部 

随時 

第６ 工程検査請求書 

 

様式第４ １部 随時 

第８ 国土調査事業十箇年計画変更届 様式第５ １部 随時 

第11 地籍調査事業休止（再開）届 様式第６ １部 随時 

 



（別記様式第１） 

第     号 

年  月  日 

 

 岩手県知事        様 

 

 

市町村等の代表者名        

 

承  諾  書 

  年  月  日付け  第  号をもって、国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第

６条の３第２項の規定により協議のあった 年度地籍調査事業計画について承諾します。 

記 

１   年度事業計画      別紙のとおり 

２ 添付書類 

    年度事業計画明細書   別紙のとおり 

  地籍調査事業実施区域図   別紙のとおり 

 

 

（Ａ４縦） 

 



（別記様式第２） 

第     号 

年  月  日 

 

 岩手県知事        様 

 

 

市町村等の代表者名        

 

地籍調査に関する実施に関する計画及び同作業規程の届出について 

 国土調査法（昭和 26年法律第 180 号）第６条の４第１項の規定に基づき地籍調査を実施

したいので、同条第２項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。 

記 

１ 実施に関する計画   別紙（１）のとおり 

２ 作業規程        

 

 

 

（Ａ４縦） 

 

 



（別記様式第３） 

第     号 

年  月  日 

 

 岩手県知事        様 

 

 

市町村等の代表者名        

 

  年度地籍調査事業計画変更申出書 

   年  月  日付け 第  号をもって事業計画の決定の通知があった地籍調査事

業について、事業計画を下記のとおり変更したいので、関係書類を添えて申し出ます。 

記 

１   年度事業計画       別紙のとおり 

２ 変更理由 

３ 添付書類 

    年度事業計画明細書    別紙のとおり 

  地籍調査事業実施区域図    別紙のとおり 

  数値情報化実施区域図     別紙のとおり （※該当する場合） 

  地籍集成図作成実施区域図   別紙のとおり  

 

 

 

（Ａ４縦） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別記様式第４） 

第     号 

   年  月  日 

 

 

岩手県知事      様 

 

市町村等の代表者名         

 

 

 

工 程 検 査 請 求 書 

岩手県地籍調査事業事務取扱要領第６第１項に基づき、下記のとおり検査を請求します。 

記 

１ 単位区域名         （計画区域：   ） 

２ 工程大分類   

 

 

 

（Ａ４縦） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別記様式第５） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 岩手県知事        様 

 

 

市町村等の代表者名         

 

国土調査事業第 次十箇年計画変更申出書 

 国土調査促進特別措置法（昭和 37 年法律第 143号）第３条第１項に規定する国土調査事

業十箇年計画の変更について、下記のとおり申し出ます。 

記 

１ 変更理由 

  ※ 例：市町村合併による。（ 年 月 日、Ａ市、Ｂ町、Ｃ村の合併によりＤ市

となったため。） 

２ 変更の内訳 

  （変更前） 

市町村名 
十箇年計画面積（k㎡） 

ＤＩＤ ＤＩＤ以外の宅地 農用地等 林地 計 

Ａ市      

Ｂ町      

Ｃ村      

 

  （変更後） 

市町村名 
十箇年計画面積（k㎡） 

ＤＩＤ ＤＩＤ以外の宅地 農用地等 林地 計 

Ｄ市      

 

 

（Ａ４縦） 

 



（別記様式第６） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 岩手県知事        様 

 

 

市町村等の代表者名        

 

地籍調査事業休止（再開）届 

 国土調査事業第 次十箇年計画に基づく地籍調査事業について、下記により休止（再開）

したいので届け出ます。 

記 

１ 休止（再開）する理由 

２ 休止（調査実施）期間 

３ 休止中（調査実施）の責任機関 

 

 

（Ａ４縦） 

 



別紙（１） 

実 施 に 関 す る 計 画 

 

１ 調査を行う者の名称 

２ 調査地域及び調査面積 

 １）調査地域 

 ２）調査地域における調査基図の有無 

 ３）調査面積（全体面積及び地帯別面積）及び筆数の概要  

（※地帯別面積＝調査前の地目別面積） 

３ 調査期間（６の２）のとおり） 

４ 精度及び縮尺の区分（６の２）のとおり） 

５ 地籍測量の方式（６の２）のとおり） 

６ 作業計画 

 １）調査を必要とする理由 

 ２）実施工程 

単位区域 精度区分 縮尺区分 測量の方式 実施工程 調査期間 

      

      

      

３）経費算出の内訳 （※算定簿等添付（必要な場合）） 

 

 

 

（Ａ４縦） 

 


